








令和 4年 10月 25日 第3781号神 戸 市 公 報2364

神戸市長　久　元　喜　造　

１　申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

　　大阪湾広域臨海環境整備センター

　　　　理事長　服部　洋平

　　大阪市北区中之島２丁目２番２号

２　一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の設置の場所

　　神戸市東灘区向洋町中９丁目５番、向洋町東４丁目16番及び29番の地先公有水面

３　縦覧場所

　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST２階

　　神戸市環境局環境保全課

　　神戸市東灘区住吉東町５丁目２番１号東灘区役所４階

　　東灘区役所まちづくり課

４　縦覧期間

　　令和４年10月25日（火）から11月24日（木）まで

　�　ただし、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）及びその

他の法令で定める休日は除く。

５　縦覧時間

　　午前９時から午後５時まで

６　意見書に記載すべき事項

　�　提出者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

並びに対象事業の名称、生活環境の保全上の見地からの意見（すべて日本語で記載すること）。

７　意見書の提出期限

　　令和４年12月８日（木）まで

８　意見書の提出先

　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST２階

　　神戸市環境局環境保全課　　

　　電子メールアドレスsanpaisinsa@office.city.kobe.lg.jp

　　ファクシミリ番号078-595-6256

９　意見書の提出方法

　　直接持参、郵送、ファクシミリ又は電子メール。郵送の場合は，消印日を提出日とみなす。

神戸市告示第455号

　神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和58年４月条例第３

号）第11条第２項（同条例第12条第２項において準用する場合を含む。）及び第23条の２の規

定により自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第13条第１項の規定により次のとおり

告示する。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造　



令和 4年 10月 25日 第3781号神 戸 市 公 報 2365

１�　自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、

及び保管した自転車等の台数、撤去し、及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　魚崎浜保管所及び稗原保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　　　　（日曜日、祝日及び12月28日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

　�　自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

なければならない。

５　その他

　�　この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不

相当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができない

ときは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。

別表

自転車等の保

管及び返還の

場所

自転車等が置かれ、又

は放置されていた場所

撤去し、及び保管した

自転車等の台数

撤去し、及

び保管した

年月日

問い合わせ先

稗原保管所

灘区上河原通

１丁目１番

岩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月１日

東灘区御影塚

町２丁目27番

20号

建設局東部建

設事務所

電話854-2191

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 11台

原動機付自転車� ２台

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜

町１番５号

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ４台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月２日

摂津本山駅周辺 自転車� ３台
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自転車等放置禁止区域 原動機付自転車� ０台

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ０台

甲南山手駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ５台

原動機付自転車� １台

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ８台

原動機付自転車� ０台

稗原保管所

灘区上河原通

１丁目１番

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� １台

令和４年９

月７日

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 11台

原動機付自転車� １台

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� ３台

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ４台

原動機付自転車� ０台

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜

町１番５号

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ４台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月８日

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ０台

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ７台

原動機付自転車� ０台

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

甲南山手駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

稗原保管所

灘区上河原通

１丁目１番

摩耶駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月13日

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� １台

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ０台
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六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ７台

原動機付自転車� １台

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ２台

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜

町１番５号

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月14日

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ５台

原動機付自転車� ０台

稗原保管所

灘区上河原通

１丁目１番

灘区管内

自転車等長期放置

自転車� 10台

原動機付自転車� １台

令和４年９

月26日

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜

町１番５号

東灘区管内

自転車等長期放置

自転車� 24台

原動機付自転車� １台

令和４年９

月27日

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ４台

原動機付自転車� ０台

甲南山手駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

神戸市告示第456号

　神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和58年４月条例第３

号）第11条第２項（同条例第12条第２項において準用する場合を含む。）及び第23条の２の規

定により自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第13条第１項の規定により次のとおり

告示する。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造

１�　自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、

及び保管した自転車等の台数、撤去し、及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間
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　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　三宮保管所及び湊町保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　　　　（日曜日、祝日及び12月28日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

　�　自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

なければならない。

５　その他

　�　この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないと

きは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。

別表

自転車等の保

管及び返還の

場所

自転車等が置かれ、又

は放置されていた場所

撤去し、及び保管した

自転車等の台数

撤去し、及

び保管した

年月日

問い合わせ先

中央区小野浜

町３番地先

三宮保管所

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 61台

原動機付自転車� １台

令和４年９

月２日

兵庫区湊川町

２丁目１番12

号

建設局中部建

設事務所

電話511-0515

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ０台

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ０台

駐輪場内
自転車� ４台

原動機付自転車� ０台

中央区長期放置
自転車� ６台

原動機付自転車� １台

令和４年９

月３日

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 32台

原動機付自転車� １台

令和４年９

月６日

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ０台

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

中央区長期放置
自転車� ５台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月７日

三宮駅周辺 自転車� 56台 令和４年９
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自転車等放置禁止区域 原動機付自転車� ０台 月８日

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� １台

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 19台

原動機付自転車� １台

令和４年９

月９日

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 19台

原動機付自転車� １台

令和４年９

月10日

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ４台

原動機付自転車� ０台

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 43台

原動機付自転車� ２台

令和４年９

月12日

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ５台

原動機付自転車� ０台

中央区長期放置
自転車� ５台

原動機付自転車� １台

令和４年９

月13日

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 20台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月14日

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ０台

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 45台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月16日

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ６台

原動機付自転車� ０台

駐輪場内
自転車� ３台

原動機付自転車� ０台

中央区長期放置
自転車� 15台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月17日

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 57台

原動機付自転車� １台

令和４年９

月20日

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 25台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月21日

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 11台

原動機付自転車� ０台
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中央区長期放置
自転車� ７台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月22日

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 25台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月24日

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ４台

原動機付自転車� ０台

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 60台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月26日

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ５台

原動機付自転車� ０台

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

駐輪場内
自転車� １台

原動機付自転車� １台

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 44台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月28日

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ４台

原動機付自転車� ０台

中央区長期放置
自転車� ７台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月29日

兵庫区湊町１

丁目35

湊町保管所

兵庫区長期放置
自転車� ４台

原動機付自転車� ０台

令和４年９

月３日

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ９台 令和４年９

月５日原動機付自転車� ０台

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 10台

原動機付自転車� ０台

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ５台

原動機付自転車� ０台

駐輪場内
自転車� ７台

原動機付自転車� ０台

兵庫区長期放置
自転車� 11台 令和４年９

月７日原動機付自転車� ０台

兵庫区長期放置
自転車� 21台 令和４年９

月13日原動機付自転車� ０台
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神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 21台 令和４年９

月15日原動機付自転車� ０台

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ６台

原動機付自転車� ０台

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 11台

原動機付自転車� ０台

駐輪場内
自転車� 17台

原動機付自転車� ０台

兵庫区長期放置
自転車� ９台 令和４年９

月17日原動機付自転車� ０台

兵庫区長期放置
自転車� ７台 令和４年９

月22日原動機付自転車� ０台

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� 10台 令和４年９

月27日原動機付自転車� ０台

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ０台

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

駐輪場内
自転車� ７台

原動機付自転車� ０台

兵庫区長期放置
自転車� ５台 令和４年９

月29日原動機付自転車� ０台

神戸市告示第457号

　次の医療機関について、生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の指定をしたので、生活保護法第55条の３の規定に

より告示する。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造　
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名 称 所 在 地 指定年月日

いしむら腎泌尿器科クリニッ

ク
神戸市東灘区本山南町８丁目１番地８ 令和４年10月１日

おおつか内科・消化器内科・

ＩＢＤクリニック
神戸市東灘区本山南町８丁目１番地８ 令和４年10月１日

魚崎駅前ふみ脳神経内科 神戸市東灘区魚崎中町４丁目６番15号 令和４年10月１日

かわさき整形外科クリニック 神戸市東灘区本山南町８丁目１番８号 令和４年10月１日

いしだ眼科クリニック 神戸市東灘区御影中町１丁目16番20号 令和４年10月１日

たかだクリニック 神戸市須磨区高倉台１丁目１番７号 令和４年10月１日

深江北町薬局 神戸市東灘区深江北町２丁目12番17号 令和４年９月１日

調剤薬局マリーン本山店 神戸市東灘区本山南町２丁目13番１号 令和４年９月１日

そうごう薬局　本山南店 神戸市東灘区本山南町８丁目１番８号 令和４年10月１日

スギ薬局　在宅調剤センター

神戸青木店
神戸市東灘区青木５丁目６番８号 令和４年10月１日

アイン薬局神戸高倉台店 神戸市須磨区高倉台１丁目１番７号 令和４年10月１日

すまいる倶楽部薬局 神戸市垂水区舞子台２丁目５番38号 令和４年10月１日

キリン堂薬局　有瀬店 神戸市西区伊川谷町有瀬1281番２ 令和４年10月１日

訪問看護ステーション　らん 神戸市中央区下山手通６丁目１番４号 令和４年５月１日

若草訪問看護ステーション 神戸市西区押部谷町栄191番１ 令和４年９月１日

神戸市告示第458号

　次の指定医療機関について、生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので、生活保護法第55条の３の規定により告示する。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造

名 称 所 在 地 廃止年月日

調剤薬局マリーン本山店 神戸市東灘区本山南町２丁目13番１号 令和４年８月31日

アップ調剤深江北町薬局 神戸市東灘区深江北町２丁目12番17号 令和４年８月31日

訪問看護ステーション　らん 神戸市中央区中山手通４丁目10番３号 令和４年４月30日

若草訪問看護ステーション 神戸市西区押部谷町栄191番１ 令和４年８月31日
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神戸市告示第459号

　次の介護機関について、生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の指定をしたので、生活保護法第55条の３の規

定により告示する。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造　

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

当該指定にか

かる介護事業

所の所在地

介護事業者の

名称

介護事業者の主

たる事務所の所

在地

指定年月日 サービス種類

グループホー

ムモーツァル

トいのり

神戸市兵庫区

松原通２丁目

１番17号

社会福祉法人

フジの会

京都府京都市伏

見区深草泓ノ壺

町37番地

令和４年８

月１日

認知症対応型

共同生活介護

神戸市告示第460号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項におい

て準用する同法第50条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第55条の３の規定により告示する。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造　

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

当該変更にか

かる介護事業

所の所在地

介護事業者の

名称

介護事業者の主

たる事務所の所

在地

変更年月日 サービス種類

（新） 株式会

社セリオ　神

戸福祉用具貸

与事業所

（旧）株式会

社セリオ神戸

営業所

神戸市長田区

松野通４丁目

６番11号

株式会社セリ

オ

静岡県浜松市

北区東三方町

258番地

令和４年９

月12日

福祉用具貸与

介護予防福祉

用具貸与

（新）ケアマ

ネステーショ

神戸市西区井

吹台西町３丁

医療法人社団

林山朝日診療

神戸市長田区林

山町７番５号

令和４年４

月１日
居宅介護支援



令和 4年 10月 25日 第3781号神 戸 市 公 報2374

ンわたぼうし

ＷＥＳＴ

 

（旧）訪問看

護ステーショ

ンわたぼうし

ＷＥＳＴ

目18番６号 所

神戸市告示第461号

　次の指定介護機関について、生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項におい

て準用する同法第50条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の

規定により、当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので、生活保護法第55条

の３の規定により告示する。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造　

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

当該廃止にか

かる介護事業

所の所在地

介護事業者の

名称

介護事業者の主

たる事務所の所

在地

廃止年月日 サービス種類

若草訪問看護

ステーション

神戸市西区押

部谷町栄191

番１

特定医療法人

誠仁会

兵庫県明石市大

久保町大窪字五

反田2095番地

令和４年８

月31日

訪問看護　介

護予防訪問看

護　居宅介護

支援

神戸市告示第462号

　次の施術者について，生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第

49条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の指定をしたので，生活

保護法第55条の３の規定により告示する。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　はりきゅう師

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日
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山手接骨院 遠藤　剛之 神戸市灘区森後町３丁目２番３号 令和４年10月１日

神戸市告示第463号

　次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文及び第53条第

１項本文並びに第46条第１項本文の事業者の指定をしたので、同法第78条及び第115条の10並

びに第85条の規定により告示する。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造

介護保険事

業所番号

事業所等の

名称

事業所等の

所在地

指定申請者

の名称

指定申請者

の所在地
指定年月日

サービスの

種類

2860890470

セントケア

訪問看護ス

テーション

垂水

兵庫県神戸

市垂水区日

向２－１－

１－205

セントケア

西日本株式

会社

兵庫県神戸

市中央区多

聞通２丁目

４－４ブッ

クローン神

戸ビル西館

９階

令和４年10

月１日

介護予防訪

問看護

2860890470

セントケア

訪問看護ス

テーション

垂水

兵庫県神戸

市垂水区日

向２－１－

１－205

セントケア

西日本株式

会社

兵庫県神戸

市中央区多

聞通２丁目

４－４ブッ

クローン神

戸ビル西館

９階

令和４年10

月１日
訪問看護

2870103765
よりそい介

護

兵庫県神戸

市東灘区御

影本町８－

４－17　１

階

Ｃ‐ｎｅｔ

株式会社

兵庫県神戸

市東灘区御

影本町８丁

目14番17－

204号

令和４年10

月１日
訪問介護

2870503899

ヘルパース

テーション

TAMAGO

兵庫県神戸

市兵庫区浜

山通３丁目

６－２

特定非営利

活動法人Ｋ

ＯＢＥ楽農

菜園

兵庫県神戸

市東灘区鴨

子ケ原２丁

目３番14－

202号

令和４年10

月１日
訪問介護

2870503907 ナイスケア
兵庫県神戸

市兵庫区荒

合同会社Ａ

ＫＡＳＨＩ

兵庫県明石

市大久保町

令和４年10

月１日

居宅介護支

援
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田町１丁目

６番３号

トルテアラ

タ201号

高丘６丁目

17番地の３

2870603657

ヘルパース

テーション　

しるし

兵庫県神戸

市長田区東

尻池町９丁

目１番24号

東尻池グリ

ーンハイツ

201号室

合同会社ガ

ラッシア

兵庫県神戸

市長田区東

尻池町９丁

目１番24号

東尻池グリ

ーンハイツ

201号室

令和４年10

月１日
訪問介護

2870603665

みどり介護

支援センタ

ー長田

兵庫県神戸

市長田区房

王寺町６丁

目２番13号

医療法人社

団せんだん

会

兵庫県神戸

市兵庫区大

開通２丁目

２番１号

令和４年10

月１日

居宅介護支

援

2870703515

クリオケア

プランニン

グ須磨

兵庫県神戸

市須磨区北

落合１丁目

１－４　白

川コーポレ

ーションビ

ル206B号

株式会社ピ

ュア・クリ

オ

兵庫県神戸

市垂水区南

多聞台５丁

目４番７号

令和４年10

月１日

居宅介護支

援

2870703523

ＡｎｙＣａ

ｒｅ白川リ

ハビリ特化

型デイサー

ビス

兵庫県神戸

市須磨区白

川台３丁目

61－２　ア

ニモン白川

１階

株式会社Ｓ

＆Ｈ

兵庫県神戸

市垂水区名

谷町湯屋谷

2251

令和４年10

月１日
通所介護

2870804552

ケアプラン

センターオ

レンジ神戸

兵庫県神戸

市垂水区舞

子台４丁目

９番11号

社会福祉法

人惠愛園

兵庫県西宮

市山口町名

来1076番地

１

令和４年10

月１日

居宅介護支

援

2870804560
セントケア

垂水

兵庫県神戸

市垂水区日

向２－１－

セントケア

西日本株式

会社

兵庫県神戸

市中央区多

聞通２丁目

令和４年10

月１日
訪問介護

１－205 ４－４

2870804578
ふるさとｍ

ｉｎｅ

兵庫県神戸

市垂水区青

山台４－７

社会福祉法

人絆福祉会

兵庫県神戸

市垂水区塩

屋町６丁目

令和４年10

月１日
通所介護
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－14 38番８号

神戸市告示第464号

　次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の45の５第１項の事業者

の指定をしたので、神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護予防通所サー

ビス事業者の指定に関する要綱第10条第１号の規定により告示する。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造

介護保険事

業所番号

事業所等の

名称

事業所等の

所在地

指定申請者

の名称

指定申請者

の所在地
指定年月日

サービスの

種類

2870103765
よりそい介

護

兵庫県神戸

市東灘区御

影本町８－

14－17　１

階

Ｃ‐ｎｅｔ

株式会社

兵庫県神戸

市東灘区御

影本町８丁

目14番17－

204号

令和４年10

月１日

介護予防訪

問サービス

2870103765
よりそい介

護

兵庫県神戸

市東灘区御

影本町８－

14－17　１

階

Ｃ‐ｎｅｔ

株式会社

兵庫県神戸

市東灘区御

影本町８丁

目14番17－

204号

令和４年10

月１日

生活支援訪

問サービス

2870503899

ヘルパース

テーション

TAMAGO

兵庫県神戸

市兵庫区浜

山通３丁目

６－２

特定非営利

活動法人Ｋ

ＯＢＥ楽農

菜園

兵庫県神戸

市東灘区鴨

子ケ原２丁

目３番14－

202号

令和４年10

月１日

介護予防訪

問サービス

2870503899

ヘルパース

テーション

TAMAGO

兵庫県神戸

市兵庫区浜

山通３丁目

６－２

特定非営利

活動法人Ｋ

ＯＢＥ楽農

菜園

兵庫県神戸

市東灘区鴨

子ケ原２丁

目３番14－

202号

令和４年10

月１日

生活支援訪

問サービス

2870603657

ヘルパース

テーション

しるし

兵庫県神戸

市長田区東

尻池町９丁

目１番24号

東尻池グリ

ーンハイツ

合同会社ガ

ラッシア

兵庫県神戸

市長田区東

尻池町９丁

目１番24号

東尻池グリ

ーンハイツ

令和４年10

月１日

介護予防訪

問サービス
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201号室 201号室

2870603657

ヘルパース

テーション　

しるし

兵庫県神戸

市長田区東

尻池町９丁

目１番24号

東尻池グリ

ーンハイツ

201号室

合同会社ガ

ラッシア

兵庫県神戸

市長田区東

尻池町９丁

目１番24号

東尻池グリ

ーンハイツ

201号室

令和４年10

月１日

生活支援訪

問サービス

2870703523

ＡｎｙＣａ

ｒｅ白川リ

ハビリ特化

型デイサー

ビス

兵庫県神戸

市須磨区白

川台３丁目

61－２　ア

ニモン白川

１階

株式会社Ｓ

＆Ｈ

兵庫県神戸

市垂水区名

谷町湯屋谷

2251

令和４年10

月１日

介護予防通

所サービス

2870804578
ふるさとｍ

ｉｎｅ

兵庫県神戸

市垂水区青

山台４－７

－14

社会福祉法

人絆福祉会

兵庫県神戸

市垂水区塩

屋町６丁目

38番８号

令和４年10

月１日

介護予防通

所サービス

神戸市告示第465号

　次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項本文の事業者

の指定をしたので、同法第78条の11の規定により告示する。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造

介護保険事

業所番号

事業所等の

名称

事業所等の

所在地

指定申請者

の名称

指定申請者

の所在地
指定年月日

サービスの

種類

2870802945

垂水デイサ

ービスセン

ター　彩樹

の家

兵庫県神戸

市垂水区御

霊町５番26

号

株式会社イ

ーノ

兵庫県神戸

市垂水区御

霊町５番26

号

令和４年10

月１日

地域密着型

通所介護

神戸市告示第466号

　次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項及び第82条第２項

の規定に基づいて事業を廃止する旨の届出があったため、同法第78条第２号及び第85条第２号
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の規定により告示する。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造　

介護保険事

業所番号

事業所等の

名称

事業所等の

所在地

事業者の名

称

事業者の主

たる事務所

の所在地

廃止・辞退

の年月日

サービスの

種類

2870503238

居宅介護支

援事業所え

びす

兵庫県神戸

市兵庫区中

道通一丁目

１番８号－

401

株式会社

Daikoku

兵庫県神戸

市兵庫区中

道通一丁目

１番８号

令和４年９

月30日

居宅介護支

援

2870802945

垂水デイサ

ービスセン

ター　彩樹

の家

兵庫県神戸

市垂水区御

霊町５番26

号

株式会社イ

ーノ

兵庫県神戸

市垂水区御

霊町５番26

号

令和４年９

月30日
通所介護

2870804016
訪問介護ひ

まわり

兵庫県神戸

市垂水区下

畑町字木之

下888番 地

１　グリー

ンパレス塩

屋１Ｆ

山善ホスピ

タリティー

株式会社

兵庫県神戸

市垂水区下

畑町字木之

下888番 地

１　グリー

ンパレス塩

屋１Ｆ

令和４年９

月30日
訪問介護

2870804313

ウエントラ

イフ訪問介

護ステーシ

ョン

兵庫県神戸

市垂水区天

ノ下町１－

１ウエステ

垂水120号

株式会社ウ

エントライ

フコーポレ

ーション

兵庫県神戸

市垂水区天

ノ下町１－

１ウエステ

垂水120号

令和４年９

月30日
訪問介護

2875003705

ｃａｒｅ ｓ

ｔａｔｉｏｎ 

マカロン

兵庫県神戸

市北区鈴蘭

台東町１丁

目５－10－

101

合同会社

macaron

兵庫県神戸

市北区鈴蘭

台東町一丁

目５番10号

令和４年９

月30日
訪問介護

神戸市告示第467号

　次の事業者について、介護保険法施行規則第140条の62の３第２項第４号の規定に基づいて

事業を廃止する旨の届出があったため、神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・

介護予防通所サービス事業者の指定に関する要綱第10条第２号の規定により告示する。

　　令和４年10月25日
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神戸市長　久　元　喜　造　

介護保険事

業所番号

事業所等の

名称

事業所等の

所在地

事業者の名

称

事業者の主

たる事務所

の所在地

廃止・辞退

の年月日

サービスの

種類

2870503360

デイサービ

ス　ファミ

ーユ

兵庫県神戸

市兵庫区佐

比江町９

富貴ビル

301号

合同会社誠

兵庫県神戸

市兵庫区佐

比江町９

富貴ビル

301号

令和４年９

月30日

介護予防通

所サービス

2870804016
訪問介護ひ

まわり

兵庫県神戸

市垂水区下

畑町字木之

下888番 地

１　グリー

ンパレス塩

屋１Ｆ

山善ホスピ

タリティー

株式会社

兵庫県神戸

市垂水区下

畑町字木之

下888番 地

１　グリー

ンパレス塩

屋１Ｆ

令和４年９

月30日

介護予防訪

問サービス

2870804016
訪問介護ひ

まわり

兵庫県神戸

市垂水区下

畑町字木之

下888番 地

１　グリー

ンパレス塩

屋１Ｆ

山善ホスピ

タリティー

株式会社

兵庫県神戸

市垂水区下

畑町字木之

下888番 地

１　グリー

ンパレス塩

屋１Ｆ

令和４年９

月30日

生活支援訪

問サービス

2870804313

ウエントラ

イフ訪問介

護ステーシ

ョン

兵庫県神戸

市垂水区天

ノ下町１－

１ウエステ

垂水120号

株式会社ウ

エントライ

フコーポレ

ーション

兵庫県神戸

市垂水区天

ノ下町１－

１ウエステ

垂水120号

令和４年９

月30日

介護予防訪

問サービス

2870804313

ウエントラ

イフ訪問介

護ステーシ

ョン

兵庫県神戸

市垂水区天

ノ下町１－

１ウエステ

垂水120号

株式会社ウ

エントライ

フコーポレ

ーション

兵庫県神戸

市垂水区天

ノ下町１－

１ウエステ

垂水120号

令和４年９

月30日

生活支援訪

問サービス

2875003705

ｃａｒｅ

ｓｔａｔｉ

ｏｎ マカ

ロン

兵庫県神戸

市北区鈴蘭

台東町１丁

目５－10－

101

合同会社ｍ

ａｃａｒｏ

ｎ

兵庫県神戸

市北区鈴蘭

台東町一丁

目５番10号

令和４年９

月30日

介護予防訪

問サービス

2875003705 ｃａｒｅ 兵庫県神戸 合同会社ｍ 兵庫県神戸 令和４年９ 生活支援訪
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ｓｔａｔｉ

ｏｎ マカ

ロン

市北区鈴蘭

台東町１丁

目５－10－

101

ａｃａｒｏ

ｎ

市北区鈴蘭

台東町一丁

目５番10号

月30日 問サービス

神戸市告示第468号

　次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第123号）第78条の５第２項の規定に基づ

いて事業を廃止する旨の届出があったため、同法第78条の11第２号の規定により告示する。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造　

介護保険事

業所番号

事業所等の

名称

事業所等の

所在地

事業者の名

称

事業者の主

たる事務所

の所在地

廃止・辞退

の年月日

サービスの

種類

2870503360

デイサービ

ス　ファミ

ーユ

兵庫県神戸

市兵庫区佐

比江町９

富貴ビル

301号

合同会社誠

兵庫県神戸

市兵庫区佐

比江町９

富貴ビル

301号

令和４年９

月30日

地域密着型

通所介護

公 告

神戸市公告第222号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号。）

第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので、同令第12条及び神戸

市契約規則（昭和39年３月規則第120号。）第27条の12の規定により、次のとおり公告します。

　　令和４年10月25日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　福祉情報システム追加カスタマイズ業務

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市福祉局くらし支援課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和４年９月30日
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４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社アイネス関西支社

　　　　支社長　星川　博敬

　　大阪市中央区本町２丁目５番７号

５　随意契約に係る契約金額

　　38,995,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　�　次項に規定する理由により、第４項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

いため、同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

　�　特殊な技術に係る特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されてい

るため。

神戸市公告第223号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第48条第１項ただし書の規定による許可の申請に関し、

同条第15項の規定により次のとおり公開による意見の聴取を行うので、利害関係者で意見のあ

る人は御参集ください。

　　令和４年10月25日

（特定行政庁）神戸市長　久　元　喜　造

１　許可しようとする建築物の建築の計画

　　申請者の住所及び氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）

　　　神戸市中央区葺合町寺ヶ谷１番

　　　　　学校法人スバルが丘岸本学園　理事長　岸本　良

　　建築物の敷地の所在

　　　神戸市中央区葺合町字寺ヶ谷１－１、１－５

　　建築物の用途

　　　専修学校

　　工事の種別

　　　用途変更

　　建築物の構造及び規模

　　ア）構造

　　　　鉄骨造一部鉄筋コンクリート造

　　イ）規模

敷地面積 1488.29平方メートル

建築面積 524.68平方メートル

延べ面積

（許可対象床面積）

1211.30平方メートル

（専修学校1211.30平方メートル）
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階　　数 地上４階

２　意見の聴取の期日及び場所

　　期日

　　　令和４年10月28日（金）午後３時から

　　場所

　　　神戸市中央区熊内橋通７丁目１番13号　施設名　神戸芸術センター会議室　505号室

３　連絡先

　　神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課　電話078－595－6554

４　その他

　　当日は午後２時30分から会場にて受付を行います。

　　会場では感染症対策にご協力をお願いします。

神戸市公告第224号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので、同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに、当該届出を次のとおり縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活

動を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和４年10月25日から４月以内に、神戸市に

対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。

　　令和４年10月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　かりばプラザ

　　神戸市西区狩場台３丁目９番15

２　変更した事項

　�　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

名

　　　（変更前）

氏名又は名称 住　　　所
法人にあっては

代表者の氏名

株式会社ＯＭこうべ 神戸市中央区港島中町６丁目９番１
代表取締役

岩橋　哲哉

株式会社ナガタ薬品 神戸市須磨区弥栄台１丁目３番地の３ 代表取締役
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中島　康伸

　　　（変更後）

氏名又は名称 住　　　所
法人にあっては

代表者の氏名

株式会社こうべ未来都市機

構
神戸市中央区港島中町６丁目９番１

代表取締役

山平　晃嗣

株式会社ナガタ薬品 神戸市須磨区弥栄台１丁目３番地の３
代表取締役

中島　康伸

３　変更の年月日

　　代表者については令和４年４月19日、会社名については令和４年５月１日

４　変更する理由

　　代表者及び会社名の変更のため

５　届出年月日

　　令和４年７月19日

６　縦覧期間

　　令和４年10月25日から令和５年２月24日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番12号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

神戸市公告第225号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので、同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに、当該届出を次のとおり縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活

動を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和４年10月25日から４月以内に、神戸市に

対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。

　　令和４年10月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　かすがプラザ

　　神戸市西区春日台３丁目３
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２　変更した事項

　�　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

名

　　　（変更前）

氏名又は名称 住　　　所
法人にあっては

代表者の氏名

株式会社ＯＭこうべ 神戸市中央区港島中町６丁目９番１
代表取締役

岩橋　哲哉

　　　（変更後）

氏名又は名称 住　　　所
法人にあっては

代表者の氏名

株式会社こうべ未来都市機

構
神戸市中央区港島中町６丁目９番１

代表取締役

山平　晃嗣

３　変更の年月日

　　代表者については令和４年４月19日、会社名については令和４年５月１日

４　変更する理由

　　代表者及び会社名の変更のため

５　届出年月日

　　令和４年７月19日

６　縦覧期間

　　令和４年10月25日から令和５年２月24日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番12号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課
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平 成 18年 ２ 月 に 認 知 し た 神 戸 市 立 小 学 校 の 金 銭 授 受 等 事 案 に お け る い じ

め の 有 無 及 び そ の 対 応 を 調 査 す る 委 員 会 設 置 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

  令 和 ４ 年 10月 11日  

神 戸 市 教 育 委 員 会  

教 育 長  長 田  淳  

 

神 戸 市 教 育 委 員 会 規 則 第 ５ 号  

平 成 18年 ２ 月 に 認 知 し た 神 戸 市 立 小 学 校 の 金 銭 授 受 等 事 案 に お け る

い じ め の 有 無 及 び そ の 対 応 を 調 査 す る 委 員 会 設 置 規 則  

 （ 設 置 ）  

第 １ 条  執 行 機 関 の 附 属 機 関 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 31年 11月 条 例 第 36号 ） 第

１ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 18年 ２ 月 に 認 知 し た 神 戸 市 立 小 学 校 の

金 銭 授 受 等 事 案 に お け る い じ め の 有 無 及 び そ の 対 応 を 調 査 す る 委 員 会

（ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。） を 設 置 す る 。  

 （ 担 任 事 務 ）  

第 ２ 条  委 員 会 は 、 当 該 事 案 に 関 し て 、 平 成 18年 ２ 月 に お け る 文 部 科 学 省

の い じ め の 定 義 に 基 づ く い じ め 及 び 恐 喝 の 有 無 並 び に 当 該 事 案 の 認 知 当

時 及 び そ の 後 の 神 戸 市 教 育 委 員 会 事 務 局 及 び 神 戸 市 立 小 学 校 の 判 断 、 対

応 及 び 事 務 執 行 の 適 否 に つ い て 調 査 を 行 う 。  

２  委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 調 査 に よ り 判 明 し た 事 実 及 び そ の 評 価 並

び に 再 発 防 止 策 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 報 告 書 を 自 ら 作 成 し 、 教 育

委 員 会 に 提 出 す る も の と す る 。  

３  職 員 は 、 委 員 会 か ら 第 １ 項 の 調 査 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 書 の 作

成 に 係 る 協 力 を 求 め ら れ た と き は 、 こ れ に 全 面 的 か つ 優 先 的 に 応 じ る も

の と す る 。  

 （ 組 織 ）  

第 ３ 条  委 員 は 、 公 正 か つ 中 立 な 判 断 を す る こ と が で き 、 か つ 、 法 律 、 医

療 、 心 理 、 福 祉 、 又 は 教 育 に 関 す る に 専 門 的 知 識 を 有 す る 者 の う ち か ら 、

教 育 委 員 会
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教 育 委 員 会 が 委 嘱 す る 。  

２  前 条 第 １ 項 の 調 査 並 び に 同 条 第 ２ 項 の 報 告 書 の 作 成 及 び こ れ ら に 伴 う

業 務 （ 以 下 「 調 査 等 」 と い う 。） を 補 助 さ せ る た め 必 要 が あ る と き は 、 委

員 会 に 調 査 補 助 員 を 置 く こ と が で き る 。  

３  前 項 の 調 査 補 助 員 は 、 調 査 等 の 補 助 を 行 う 上 で 必 要 な 知 見 を 有 す る 者

の う ち か ら 、 教 育 委 員 会 が 委 嘱 す る 。  

４  教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 委 嘱 を 行 う に 当 た っ て は 、 補 助 を 行 う べ き 調 査

等 の 範 囲 を 指 定 す る も の と す る 。  

 （ 任 期 ）  

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、 附 則 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き こ の 規 則 が 効 力 を 失 う

日 ま で と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

２  調 査 補 助 員 は 、 前 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 指 定 さ れ た 範 囲 の 調 査 等 が

終 了 し た と き は 、 解 嘱 さ れ る も の と す る 。  

（ 解 嘱 ）  

第 ５ 条  教 育 委 員 会 は 、 委 員 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 当

該 委 員 を 解 嘱 す る こ と が で き る 。  

 (1) 第 ２ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 掲 げ る 職 務 を 怠 っ た と き 。  

 (2) 第 ３ 条 第 １ 項 の 要 件 を 欠 く に 至 っ た と き 。  

 (3) 委 嘱 条 件 に 違 反 し た と き 。  

 (4) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 員 た る に 適 し な い 非 行 が あ っ た と き 。  

（ 委 員 長 ）  

第 ６ 条  委 員 会 に 委 員 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り 選 任 す る 。  

２  委 員 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 委 員 会 を 代 表 す る 。  

３  委 員 長 に 事 故 が あ る と き は 、 あ ら か じ め そ の 指 名 す る 委 員 が 、 そ の 職

務 を 代 理 す る 。  

（ 議 事 ）  

第 ７ 条  委 員 会 は 、 委 員 長 が 招 集 し 、 委 員 長 が そ の 議 長 と な る 。  

２  委 員 会 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 会 議 を 開 き 、 議 決 す る こ
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と が で き な い 。  

３  委 員 会 の 議 事 は 、 委 員 で 会 議 に 出 席 し た も の の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同

数 の と き は 、 委 員 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

 （ 意 見 の 聴 取 等 に 関 す る 協 力 の 要 請 ）  

第 ８ 条  委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 第 三 者 の 出 席 及 び 意 見 の

聴 取 並 び に 第 三 者 か ら の 資 料 の 提 出 に 関 し 、 協 力 を 要 請 す る も の と す る 。  

 （ 除 斥 ）  

第 ９ 条  議 事 に つ い て 直 接 の 利 害 関 係 を 有 す る 委 員 は 、 そ の 議 事 に 加 わ る

こ と が で き な い 。 た だ し 、 委 員 会 の 同 意 が あ る と き は 、 会 議 に 出 席 し 、

発 言 す る こ と が で き る 。  

 （ 会 議 の 公 開 等 ）  

第 10条  委 員 会 は 、 こ れ を 公 開 す る 。 た だ し 、 委 員 の 発 議 に よ り 、 出 席 委

員 の 過 半 数 で 議 決 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 庶 務 ）  

第 11条  委 員 会 の 庶 務 は 、 教 育 委 員 会 事 務 局 学 校 教 育 部 児 童 生 徒 課 に お い

て 処 理 す る 。  

 （ 施 行 細 目 の 委 任 ）  

第 12条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 議 事 の 手 続 そ の 他 委 員 会 の 運 営 に

関 し 必 要 な 事 項 は 、 委 員 長 が 委 員 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ４ 年 10月 14日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 失 効 ）  

２  こ の 規 則 は 、 次 に 掲 げ る 日 の う ち い ず れ か 早 い 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失

う 。  

 (1) こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て ２ 年 を 経 過 す る 日  

 (2) 委 員 会 が 第 ２ 条 第 ２ 項 の 報 告 書 の 提 出 を 終 了 し た 日  


